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資料２

厚生労働省通知

令和７年８月29日付けで厚生労働省か
ら都道府県に対し、右記「2040年を見
据えたがん医療提供体制の均てん化・
集約化に係る基本的な考え方及び検討
の進め方について」の通知があった。

本通知に基づき、今後検討を
進めていく必要がある。



厚生労働省通知発出の経緯
令和５年３月に策定された国の第４期がん対策推進基本計画において、
「国及び都道府県は、がん医療が高度化する中で、地域の実情に応じ、
均てん化を推進するとともに、持続可能ながん医療の提供に向け、が
ん診療連携拠点病院等（以下「拠点病院等」という。）の役割分担を
踏まえた集約化を推進すること」とされている。

厚生労働省が実施する「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」
で議論が行われ、令和７年８月１日に「2040 年を見据えたがん医療
提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」がまとめられた。

※本スライドの次ページ以降（最後の２ページを除く）は「とりまとめの参考資料」を抜粋
して転載
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愛媛県がん診療連携協議会について
がん診療連携拠点病院の整備に関する指針（平成20年3月1

日付厚生労働省健発第0301001号）に基づき、愛媛県がん

診療連携拠点病院である四国がんセンターに愛媛県がん診
療連携協議会が置かれている。

・がん診療連携拠点病院（国指定）
・地域がん診療病院（国指定）
・がん診療連携推進病院（県指定）
・緩和ケア病棟を有する病院
・関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、病院薬剤師会、看護協会）
・がん患者会
・愛媛県
の代表者で構成されている。

これまで四国がんセンターが事務局を担っていたが、今回の国通知を
受け、愛媛県も事務局を担うこととなる。

愛媛県がん診療連携協議会について


